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10.3 支払われた交通費の返還申請を行う 
 
ここでは既に支払われた交通費について、返還する方法について説明します。 
利用者と連絡がとれない等、支払うことができない場合や、実際よりも多く請求してしまった場合は市に返金をしてく

ださい。原則、返金は施設への入金の翌年度の 10月 20日までに行ってください。 
 
 (1) 請求管理画面を開く 
業務メニュー画面より、 ボタンを押し、請求管理画面を表示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ボタンを 
押すと請求管理画面が表示されます。 
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（2）過去の請求情報の検索を行う 
①請求管理画面より、返還を行う請求時期を選び、 ボタンを押します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

検索開始ボタンを押すと 
請求情報が一覧表示されます。 

請求対象期間（返還を行う期間）を設定してください。 
 
例では「2016年 前半期」となっていますが、 
新制度適用前となる 2016年 9月以前の申請は行えません。 
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（３）修正する請求情報を選択する 
 
  決定単価を修正する必要がある場合は、事前に正しい単価を登録してから下記に進んでください。 
  （「5.3.5 経路の変更などにより単価を変更する」又は「5.3.6 承認済みの単価を複写する」を参照） 
 

以下の操作は、請求状態が「支払完了」の場合のみ行うことができます。 
 
①請求管理画面において、修正する請求情報を選択し、追加請求/返還登録ボタンを押します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左記の警告メッセージが表示されますので 
内容を確認後 ボタンを押してください。 

請求を修正する画面が表示されます。 
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＜画面の構成＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

① 支払済請求情報 
 
支払済みの請求情報を
参考表示しています。 

② 請求情報修正エリア 
 
この部分を修正します。 
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（４）請求情報の修正を行う 
 

ここからは下記のパターンについて説明を行います。 
 

a. 通所回数が誤っていたため、返還申請を行う場合 
b. 単価が誤っていたため、返還申請を行う場合 
c. 利用者に交通費を支払うことができない場合等、全額の返還申請を行う場合 

 
 
≪ 注意 ≫ 
訂正する利用者分のみ入力内容を変更してください。 
訂正する方以外の利用者の情報を削除したり、通所回数を変更しないでください。 
（他の利用者分を変更すると正しい返還ができません。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    a. 通所回数が誤っていたため、返還申請を行う場合 
     この例では、「てすと 三郎」の８月の通所回数が誤っていた為、修正を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    以降の操作は、３ページ後ろ（10.3-8）「③訂正後返還請求額を確認します」をご覧ください。 

通所回数を訂正し、 
請求金額計算ボタンを押します。 

通所回数入力ボタンを押し、通所回数入力画面に切替えます。 
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    b. 単価が誤っていたため、返還申請を行う場合 
     この例では、「てすと 一郎」の単価が誤っていた為、新たに申請した単価に変更します。 
 
  決定単価を修正する必要がある場合は、事前に正しい単価を登録してから下記に進んでください。 
  （「5.3.5 経路の変更などにより単価を変更する」又は「5.3.6 承認済みの単価を複写する」を参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    以降の操作は、２ページ後ろ（10.3-8）「③訂正後返還請求額を確認します」をご覧ください。 

④取込みボタンを押し、請求一覧へ追加します。 

②請求対象追加ボタンを押します。 

⑤通所回数を入力し、請求金額計算ボタンを押 
してください。 
※他の請求情報の回数等、変更しないでください。 

①誤っている単価の請求情報の通所回数をすべて０にしてく
ださい。 

③新たに登録した正しい申請情報を選択します。 
※他の申請情報のチェックは、操作しないでください。 
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    c. 利用者に交通費を支払うことができない場合等、全額の返還申請を行う場合 
     この例では、「てすと 五郎」に支払ができなかったため、返還登録を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    以降の操作は、次ページ（10.3-8）「③訂正後返還請求額を確認します」をご覧ください。 
 
 
 
  

通所回数を全て 0にして、 
請求金額計算ボタンを押します。 
※他の請求情報の回数等、変更しない
でください。 
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③訂正後返還請求額を確認します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

※訂正した請求情報に調整額がある場合は、調整額を設定します。 
調整額の設定については、利用者向けマニュアル「8.2 通所の実績を入力し、交通費の請求を行う」を 
参照してください。 

 
  

支払済請求情報の請求額と 
請求一覧情報の請求額の差額となります。 
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④請求登録画面下部にある確定ボタンを押し、請求書印刷画面を開きます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

≪ 注意 ≫ 
返還の場合は返還報告書を記入のうえ、印刷した請求書（0円）・内訳兼支給台帳を添付して 
横浜市へ郵送してください。 
※返還報告書は、請求書印刷画面又は横浜市ホームページから、様式を取得してください。 

左記メッセージが表示されます。 
ＯＫボタンを押してください。 

請求書印刷画面が表示されます。 
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⑤ のリンクを押します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

のリンクをクリックすると、「横浜市障害者施設等通所者交通費請求書」、 
「横浜市障害者施設等交通費助成請求内訳兼支給台帳」が PDF形式で表示されます。 
入力した内容が正しく反映されているかご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥印刷した請求書等を、必ず「返還報告書」に添付し、横浜市に郵送で提出してください。 
（「返還報告書」は請求書印刷画面又は横浜市ホームページから、様式を取得してください。） 
【郵送先】〒２３１－０００５ 横浜市中区本町６丁目５０番地の１０ 

健康福祉局障害自立支援課 通所交通費担当宛て（電話︓045-671-2401 FAX︓045-671-3566） 
  

請求書印刷 のリンクを 
必ず押してください。 

固定で０円が 
印字されます。 

備考欄に訂正前後の 
請求 ID、請求額合計、 
返還額が印字されます。 

訂正後の内訳兼支給台帳が 
印字されます。 
※内訳兼支給台帳は、訂正していない 
 請求情報も印字されます。 
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＜返還報告書（請求書印刷画面又は横浜市ホームページからダウンロード）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［補足説明］ 
   返還請求を行った場合、請求管理画面の請求情報は下記のように表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訂正前後の情報が表示されるようになります。 
訂正済みの請求情報は、背景色がグレー色になり、 
訂正有無が「有り」と表示されます。 
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